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（8）主要な事業所（平成22年 3 月31日現在）
　①　当　社

























（7）監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役の職務を補助する使用人は、取締役の指揮命令に服さない専任者とし、その人事異動、人事評価、懲戒に当
たっては、あらかじめ監査役会の同意を得る。

（8）取締役及び使用人の監査役への報告に関する事項
　①取締役及び使用人は、法令に違反した事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見した場合は、

法令又はコンプライアンス規程その他の社内規定に基づき、当該事実を監査役会に報告しなければならない。
　②取締役及び使用人は、定期的に、また厭ね に、み法�は速ぷ媬 に、業務執行の乗媬 、リスク管理、イヤプラ

イアヤスの実施乗媬 等を峯 畃するとともに、監査役から業務の執行乗媬 等ｑに、み法�調査、峯 畃を求められた厭
は、速ぷかに調査、報告をしなければならない。

絡、 議を行い、監査役業務の実効性を確保する。
　②監査役は、会社の厭思決定及び業務の執行





連結損益計算書（単位：百万奄ペ（　　　　）自#平成ba年４月１日至#平成bb年３月3a日









6 ヘッジ会計の方法
  ヘッジ会計の方法 … 金利スワップについて特例処理の要件を

満たしている場合は、特例処理を採用し
ております。

  ヘッジ手段とヘッジ対象







 2. 主な変動
  　減少 減損損失　223百万円
 3. 時価の算定方法
  　主として路線価等の指標に基づく金額であります。

3  賃貸等不動産に関する損益
 当該賃貸等不動産に係る賃貸損益　252百万円

 9情報）
  























企業広告紹介Topics 2

MGC














